
★ 

広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
八
号
）（
審
査
指
導
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

行
政
組
織
の
再
編
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
歳
計
現
金
の
交
付
に
よ
り
釣
銭
を

準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 



★ 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
二
十
九
号

）（
審
査
指
導
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

行
政
組
織
の
再
編
に
伴
い
、
関
係
規
定
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、
薬
務
課
長
の
職
に
あ
る
出
納
員
が
、

所
属
す
る
課
の
所
掌
に
属
す
る
医
薬
品
に
係
る
物
品
の
出
納
及
び
保
管
の
事
務
を
行
え
る
よ
う
に
す
る

な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 



★ 

消
防
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
号
）
（
消
防
保
安
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

消
防
法
に
基
づ
き
知
事
が
設
置
の
許
可
等
を
行
う
危
険
物
施
設
を
移
送
取
扱
所
と
す
る
こ
と
と
し
、

必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
一
号
）
（
財
政
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

県
民
の
手
数
料
の
納
付
に
係
る
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
証
紙
に
よ
る
納
付
が
定
め
ら
れ
て
い

る
手
数
料
の
一
部
に
つ
い
て
、
納
付
書
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
次
の
規
則
に
つ
い
て
必

要
な
規
定
の
改
正
を
行
っ
た
。 

 
 

１ 

広
島
県
手
数
料
条
例
施
行
規
則 

 
 

２ 

広
島
県
家
畜
改
良
増
殖
法
施
行
細
則 

 
 

３ 

広
島
県
卸
売
市
場
条
例
施
行
規
則 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

消
費
生
活
協
同
組
合
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
三
十
二
号
）
（
消
費
生
活
課
） 

一 
改
正
の
要
旨 

消
費
生
活
協
同
組
合
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
条
項
を
整
理
す
る
と
と
も
に
検
査
を
す
る
と
き

に
携
帯
す
る
身
分
証
明
書
の
様
式
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
三
号
）
（
こ
ど
も
家
庭
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
規
定
の
整
理
な
ど
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
中
山
間
地
域
等
従
事
医
師
奨
学
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
四
号
）

（
医
療
政
策
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

県
内
の
医
療
提
供
体
制
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
医
師
の
確
保
が
困
難
な
中
山
間
地
域
等
で
医
療
に

従
事
す
る
医
師
を
育
成
す
る
奨
学
金
に
つ
い
て
、
対
象
者
を
変
更
し
、
返
還
債
務
の
免
除
範
囲
を
拡
大

し
、
返
還
猶
予
の
要
件
を
緩
和
す
る
な
ど
に
よ
り
活
用
促
進
を
図
る
た
め
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 



★ 

感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

則
（
規
則
第
三
十
五
号
）（
健
康
対
策
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

老
人
保
健
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
引
用
す
る
法
律
の
題
名
を
改
め
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 
 



★ 

薬
事
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
六
号
）
（
薬
務
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

薬
事
法
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
新
た
に
知
事
が
行
う
こ
と
と
な
っ
た
登
録
販
売
者
の
試
験
の
申
請
書

の
様
式
に
つ
い
て
規
定
す
る
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則 

（
規
則
第
三
十
七
号
）
（
社
会
援
護
課
） 

一 
制
定
の
要
旨 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
中
国
残
留
邦
人
等
に
対
し
新
た
な
支
援
制
度
が
導
入
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
支
援

の
実
施
の
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

生
活
保
護
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
八
号
）（
社
会
援
護
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
に
よ
り
、
同
法
の
支
援
給
付
に
つ
い
て
生
活
保
護
法
の
規
定
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
こ
と
及

び
生
活
保
護
オ
ン
ラ
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
稼
動
に
伴
う
関
係
様
式
の
整
理
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 



★ 

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
三
十
九
号
）

（
障
害
者
支
援
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
書
類
の
経
由
に
係
る

規
定
の
整
理
な
ど
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
号
）
（
県
立

病
院
課
） 

 

一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

県
立
病
院
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
抗
リ
ン
脂
質
抗
体
検
査
料
が
新

設
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
（
規
則
第
四
十
一
号
）
（
職
業
能
力
開
発
課
） 

一 
制
定
の
要
旨 

広
島
県
立
技
術
短
期
大
学
校
規
則
の
管
理
等
に
関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
た
。 

二 

施
行
期
日
等 

平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
。
た
だ
し
、
平
成
二
十
一
年
度
の
入
学
者
に
係
る
選
考
及
び
入
学
手
続
等

に
係
る
規
定
は
、
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 



★ 

広
島
県
中
小
企
業
支
援
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
二
号
）
（
金
融
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

特
定
産
業
集
積
の
活
性
化
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
の
廃
止
に
伴
い
、
高
度
化
事
業
の
貸
付
利
率
を
無

利
子
と
す
る
要
件
の
整
理
な
ど
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 

 



★ 

建
設
工
事
執
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
三
号
）
（
建
設
産
業
課
） 

 
一 
改
正
の
要
旨 

 
 
 

政
府
契
約
の
支
払
遅
延
に
対
す
る
遅
延
利
息
の
率
の
改
定
に
伴
い
、
遅
延
利
息
及
び
返
還
利
息
の
割 

 
 

合
に
つ
い
て
必
要
な
改
正
を
行
っ
た
。 

 

二 

施
行
期
日 

 
 
 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 



★ 

広
島
県
労
働
委
員
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
（
規
則
第
四
十
四
号
）

（
労
働
委
員
会
） 

一 
改
正
の
要
旨 

行
政
組
織
の
再
編
整
備
に
伴
い
、
組
織
に
関
す
る
定
め
に
つ
い
て
、
整
理
を
行
う
な
ど
必
要
な
改
正

を
行
っ
た
。 

二 

施
行
期
日 

平
成
二
十
年
四
月
一
日 
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